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は
じ
め
に 

中
国
残
留
日
本
人
孤
児
の
配
偶

者
に
も
尊
厳
あ
る
老
後
を
保
障
す

る
た
め
に
、
現
行
中
国
残
留
邦
人

支
援
法
の
改
正
が
必
要
で
す
。 

今
国
会
に
、｢

改
正
案｣

が
提
出

さ
れ
ま
す
。
い
よ
い
よ
大
詰
め
を
迎

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
成
功
さ
せ
る

た
め
に
も
支
援
活
動
を
最
後
ま
で
、

手
を
抜
か
ず
に
取
り
組
む
必
要
が

あ
り
ま
す
。｢

中
国
帰
国
者
の
尊
厳

を
回
復
す
る
岡
山
の
会｣

(

岡
山
の

会
と
略
す
。)

の
取
り
組
み
を
報
告

し
ま
す 

〔新たな支援策〕 
 

〔法見直し後〕 

 

て
提
案
さ
れ
る｢

改
正
案｣

に
つ
い

て
、
く
わ
し
い
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。
〔資
料
一
・二
を
参
照
〕 

 

馬
さ
ん
の
わ
か
り
や
す
い
通
訳

で
、
高
見
・
高
杉
・
平
本
さ
ん
も
そ

の
内
容
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
と
思

い
ま
す
。 

 

最
後
に
、
県
内
の
関
係
国
会
議
員

に
は
、
則
武
弁
護
士
か
ら
院
内
集

会
へ
の
参
加
を
要
請
し
、
高
見
・
高

杉
さ
ん
が
、
十
一
月
十
二
日
に
開

催
さ
れ
る
第
三
回
院
内
集
会
に
、

則
武
弁
護
士
と
と
も
に
参
加
す
る

こ
と
を
確
認
し
て
終
わ
り
ま
し
た
。  

 
 

 
 

 
 

小
林
軍
治 

中国残留邦人の配偶者に対する支援策のイメージ  （資料 ２） 

高
見
会
長
宅
で 

打
ち
合
わ
せ 

 

十
月
十
六
日
、
総
社
の
高
見
会

長
宅
を
岡
山
か
ら
高
杉
・
小
林
が

訪
問
し
、
配
偶
者
の
赤
澤
江
風
を

含
め
４
人
で
二
十
三
日
に
開
か
れ

る｢

岡
山
の
会｣

の
役
員
会
に
向
け

て
話
し
合
い
を
も
ち
ま
し
た
。
私
が

持
参
し
た
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日

の
山
陽
新
聞
の｢

落
葉
帰
根｣

の
記

事
を
見
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
戦
い
を

振
り
返
り
ま
し
た
。 

 

赤
澤
さ
ん
の
通
訳
で
、
国
会
内
の

議
員
会
館
で
開
催
さ
れ
た
第
一

次
・
第
二
次
の
院
内
集
会
で
岡
山

県
が
果
た
し
た
役
割
と
全
体
の
様

子
を
報
告
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ

の
上
で
、
今
国
会
で
開
催
さ
れ
る
院

内
集
会
の
重
要
性
に
つ
い
て
意
思
統

一
し
ま
し
た
。 

第
三
次
院
内
集
会
に 

高
見
さ
ん
・
高
杉
さ
ん
が

参
加
！ 

 

十
月
二
十
三
日
、
岡
山
合
同
法

律
事
務
所
で
開
か
れ
た｢

岡
山
の

会｣

役
員
会
で
、
則
武
弁
護
士
か
ら

今
国
会
に
自
民
・
公
明
両
党
に
よ
っ

 

―
十
二
日
の
院
内
集
会
を
成
功
さ
せ
よ
う
― 

 

２
０
０
８
年
に
始
ま
っ
た
生
活
支

援
策
で
、
政
府
は
残
留
孤
児
の
世

帯
に
対
し
、
月
額
最
大
１
２
万
円
の

生
活
支
援
金
や
約
６
万
６
千
円
の

国
民
年
金(

満
額)

を
給
付
、
か
わ

り
に
残
留
孤
児
は
国
相
手
の
損
害

賠
償
訴
訟
を
取
り
下
げ
た
。 

 

だ
が
、
残
留
孤
児
の
死
亡
後
、

残
さ
れ
た
配
偶
者
へ
の
支
援
は
生

活
保
護
と
同
程
度
の
月
額
最
大
８

万
円
だ
け
に
な
る
。
残
留
孤
児
は

「
配
偶
者
は
高
齢
で
自
立
し
た
生

計
の
維
持
が
難
し
い
。
自
分
た
ち
の

死
後
も
配
偶
者
を
支
援
し
て
ほ
し

い｣

と
法
改
正
を
求
め
て
い
た
。 

改
正
案
で
は
、
残
留
孤
児
が
永

住
帰
国
す
る
前
に
す
で
に
婚
姻
関

係
に
あ
っ
た
配
偶
者
に
対
象
を
限

定
。｢
配
偶
者
支
援
金｣

と
し
て
、
残

留
孤
児
が
受
け
取
っ
て
い
た
国
民

年
金
の
３
分
の
２
に
あ
た
る
月
額
４

万
３
千
円
を
新
た
に
給
付
す
る
。  

支
給
対
象
者
は
約
４
３
０
人
で
、

２
億
３
千
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。 

朝日新聞 １０月１２日付 〔資料 １〕 

①支援給付の支給 

②老齢基礎年金の支給 

③配偶者支援金の支給 

※ 生活支援給付は、１級地―１（たとえば東京２３区）の例。夫婦世帯、単身世帯 

〔現 行〕 
（残留邦人本人が生存中）           〔配偶者単身の世帯〕                         〔配偶者単身の世帯〕 

残留邦人本人が生存中 

① 

夫婦の生活支援給付 

120,440 円 

② 

残留邦人本人 

に対する年金 

６４，８７５円 

②中国残留邦人等

の老齢基礎年金の

満額支給 

①支援法に基づく支援給付の支給 

生活費のみならず、住宅費、医療費
介護費等もここの世帯の状況に応じ

て対応する。 

① 

配偶者の生活支援給付 

80,140 円 
本人が死亡 

③ 

配偶者支援金 

〔老齢基礎年金の２/３

相当額〕 

① 

配偶者の生活支援給付 

80,140 円 

支援法の改正 

③ 

中国残留邦人等の

特定配偶者に対す

る配偶者支援金の

支給 

岡山合同法律事務所（左から高杉、平本、高見、馬、則武） 

高見宅（左から高杉、高見、赤澤） 

2303 

 

 

 



 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１１
月
１１
日
（月
）午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

西森 

三垣 

阿片戦争（原題『林則徐』）上映会 

11月 30日（土） 10：00～12：00 

高島公民館 
岡山市中区国府市場 99-5  電話： 086-275-1341 

参加費：300円 

90分 

1959年・上海海燕映画製作所 

脚本：葉元 

監督：鄭君里、岑范 

（キャスト） 

林則徐：趙丹 

鄧廷楨：李鏞 

関天培：鄧楠 

 

 原題は「林則徐」で、趙丹が熱演した、監督は鄭君里で、「民心は用いる

ことができる」という林則徐の信念を生かした。林則徐のたたかいとともに、

民衆の抵抗活動まで描いたところが、中国映画らしい視点だった。 

し
上
げ
る
力
を
か
け
ま
す
。 

６
白
鶴
亮
翅
の
動
き
の
中
に
は

擠
（
チ
ィ
）
と
靠
（
カ
オ
）
が
あ
り
ま

す
。 

（こ
の
こ
と
は
今
ま
で
ま
っ
た
く
意
識

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
・・・） 

７
左
摟
膝
拗
歩
で
は
、
左
足
を

前
に
出
す
の
と
左
手
を
左
膝
の
右

前
あ
た
り
に
下
ろ
す
タ
イ
ミ
ン
グ
が

一
緒
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 

手
が
遅
れ
る
と
守
り
が
弱
く
な

る
の
で
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！ 

以
上
、
今
回
の
要
点
の
一
部
で
す
。 

次
回
の
講
習
ま
で
に
、
予
習
復
習

を
が
ん
ば
ら
な
く
て
は
。 

 

太
極
拳
講
習
会 

 

行
地
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
よ
り 

８８
式
の
グ
ル
ー
プ
練
習
は
４
単
鞭
、

５
提
手
、
６
白
鶴
亮
翅
、
７
左
摟
膝

拗
歩
に
つ
い
て
で
し
た
。 

４
単
鞭
は
左
足
を
左
前
側
方
へ

踏
み
出
し
足
先
を
わ
ず
か
に
左
斜

め
へ向
け
て
、
そ
の
方
向
へ弓
歩
を
作

る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
。 

５
提
手
は
右
手
が
眉
の
高
さ
、
左

手
は
右
ひ
じ
の
横
で
き
ま
り
ま
す
。

こ
れ
は
相
手
の
ひ
じ
関
節
を
右
手

で
、
手
首
関
節
を
左
手
で
捕
え
る
た

め
。
両
手
を
わ
ず
か
に
内
に
捻
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
腕
の
２
つ
の

関
節
を
同
時
に
ひ
ね
っ
て
自
由
を

奪
い
、
そ
の
ま
ま
斜
め
前
上
方
へ
押

今
回
も
、
全
体
練
習
で
は
引
き

続
き
２
人
組
で
の
推
手
の
基
礎
練

習
を
行
い
ま
し
た
。 

動
き
は
前
回
と
ま
っ
た
く
同
じ
で

し
た
が
、
２
人
の
ど
ち
ら
が
そ
の
と

き
の
動
き
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る

の
か
、
き
ち
ん
と
意
識
す
る
と
い
う

点
の
強
化
を
し
ま
し
た
。 

推
し
て
き
た
相
手
の
手
を
右
へ
化

か
し
て
推
し
返
す
と
き
は
、
自
分
が

主
導
し
、
推
し
た
手
を
化
か
さ
れ
て

推
し
返
さ
れ
る
と
き
は
、
相
手
の
主

導
を
感
じ
て
従
う
よ
う
努
め
な
が

ら
、
何
回
も
同
じ
動
き
を
繰
り
返

し
ま
し
た
。 ニホン人は、なぜ、ニホン語を 

おしえることができるのか？ 61  

竹内和夫 

 

 

前置詞言語と後置詞言語 

C: 名詞の前に置かれる小さい単語を前置詞といい、英語の

in Okayamaや中国語の cong（从）北京、北京からや、

ハワイ語の i ka pōpoki のように動詞とのいろいろな

関係を示す 

    ニホン語では（岡山で、北京から、ネコを）のように

名詞のあとに置かれるから、英語や中国語やハワイ語

は前置詞言語とよばれ、ニホン語や朝鮮語は後置詞（~

助詞）言語とよばれる。 

 前回の答え：「お金を全部使いきってはいけない」。中

国語の前置詞には、在・从・到・往・向・跟・给・为・

被・用などが、ハワイ語には i、ma、mai、a、me、no、

などがある。 

例：Hele  au    mai  Hawai‘i  a    Iapana 

    行く わたし から ハワイ  まで ニホン 

  Hula   au     no      nā        mākua 

    踊る わたし のために （複数冠詞） 両親 

B: ニホン語の動詞の完了形は-ta か-da で一貫している

ね。 

C: ただ 5段動詞で語幹末が、つぎの規則でかわるから注

意が必要だ。国文法の「音便」。 

例： （語幹）  連用形           完了形 

iu    （言う）    ii             itta 

ucu  （打つ）    uci    -ʔ-     utta 

aru  （ある）    ari            atta 

kaku  （書く）    kaki    -i-    kaita（例外:行く） 

tasu  （足す）    tasi   ･････  tasita 

 

oyogu（泳ぐ）    oyogi  ‐i‐   oyoida 

tobu   (飛ぶ)     tobi           toñda 

yomu  (読む)     yomi  ‐ñ‐   yoñda 

sinu  （死ぬ）   sini            siñda 

【参考】：ついたち（１日）←つきたち（月立ち） 

       ふなんど（船人）←ふなびと 

       かんぬし（神主）←かみぬし 

       かんざし（簪）←─かみさし 

                          つづく 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部
太
極
拳
講
習
会 

10
月
23
日
の
講
習
会 

原題は「林則徐」で、趙丹が熱演

した、監督は鄭君里で、「民心は

用いることができる」という林則徐

の信念を生かした。林則徐のたた

かいとともに、民衆の抵抗活動ま

で描いたところが、中国映画らしい

視点だった。 

 


